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2024 年特許規則改正の詳細 
バパット・ヴィニット1 

 

 当社のインフォメーションメール第 2024-1号（2024年 3月 18日発行）で「2003年特許

規則（2024年改正）」（以下、2024年特許規則改正）についてご連絡いたしました。 

 2024年特許規則改正において内容が明確ではない規則改正がありました。特に、国内実

施報告にかかる改正で内容が明確ではない規則改正がありました。国内実施報告の違反は刑

事罰が設定されており、大変重要な手続きであるため、明確である必要があります。そこ

で、特許庁はステークホルダーから説明を求められました。 

 特許庁と有識者との意見交換会が 2回実施され、2024年 8月 26日に特許庁から国内実施

報告にかかる改正の内容を説明する資料（以下、FAQ）が公開されました。これにより国内

実施報告にかかる改正の内容がある程度明確になりました。 

 本ニュースレターでは 2024年特許規則改正による実務の変更、注意点などについて解説

します。 

 

改正された

規則や様式 

（改正の形

式） 

改正前の概要2 改正後の概要 コメント 

12(2) 

（一部改

正） 

新規関連外国出願の出

願日から 6か月以内に

様式 3を提出するこ

と。 

拒絶理由通知の発行日

から 3か月以内に様式

3提出すること。 

改正前は新規関連外国出

願を行う度にその出願日

から 6か月以内に様式 3

を提出する必要がありま

した。徒過すると管理官

からペティションの提出

が要求されました。 

改正後はインド出願の出

願日から 6か月以内に様

式 3を提出する（規則

12(1A)）と、その後はす

べての新規関連外国出願

の情報をまとめて最初の

拒絶理由通知（FER）の発

行日から 3か月以内に提

出することになります。 

様式 3を提出する期間を

最大で 3か月延長可能で

す（追加規則 12(5)参

照）3,4。また、規則 138

 
1 株式会社サンガム IP、東京・日本、インド国登録特許弁理士 

2 現行法、現行規則、プラクティスについての詳細はバパットの共著であります「インド特許実務ハ

ンドブック 第 2 版」でご確認いただければ幸いです。 

3 1 か月延長の庁料金はインドルピー（INR）10,000 です。 

4 本ニュースレターでは「庁料金」は出願人が「企業」の場合の料金を示しています。出願人が「自

然人」、「スタートアップ」、「教育機関」の場合の庁料金は「企業」の場合の料金の 1/5 になりま

す。 
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の元で最大で 6か月延長

することが可能です5。 

この改正により、様式 3

の提出の時期が明確にな

ったと同時にその頻度が

減り、出願人の手間およ

び費用負担が削減されま

す。 

12(3) 

（全文置

換） 

関連外国出願について

外国の特許庁が発行し

た拒絶理由通知、サー

チレポート、その英訳

など（特許法 8条(2)

の情報）を、管理官の

要求の日から 6か月以

内に提出すること。 

特許法 8条(2)の情報

を見たい場合、管理官

自ら公開データベース

などで確認すること。 

改正前は特許法 8条(2)の

情報は FERで要求されて

いました。その収集およ

び提出は厄介でした。英

訳の費用負担、発明者宣

誓書の原本の提出の負担

もありました。 

ところで、改正後も特許

法 8条(2)の情報が要求さ

れている FERが見受けら

れます。これに対して、

規則 12(3)の改正を指摘

して反論するような実務

が行われています。 

この改正により特許法 8

条(2)の情報を提出する必

要がなくなりました。 

12(4) 

（追加） 

 

 管理官は、その理由を

文面で記載したうえ

で、特許法 8条(2)の

元で様式 3にて関連外

国出願の情報および誓

約6を 2か月以内に提

出するように出願人に

要求することができ

る。 

管理官は、様式 3を提出

するように出願人に要求

する場合に、その理由を

文面で記載しなければな

りません。管理官から要

求があった場合には 2か

月以内に様式 3を提出す

る必要があります。 

様式 3を提出する期間を

最大で 3か月延長可能で

す（追加規則 12(5)参

照）7,8。また、規則 138

 
5 1 か月延長の庁料金は INR50,000 です。 

6 バパットは「特許法 8 条(2)」が「特許法 8 条(1)」の間違いではないかと考えています。特許法 8 条

(2)は管理官に対して「関連外国出願の情報」を出願人に要求する権限は与えていますが、出願人に

「誓約」を要求する権限は与えていません。管理官に対して「誓約」を要求する権限を与えているの

は「特許法 8 条(1)」です。様式 3 には「誓約」も含まれています。よって、特許法 8 条(2)は管理官に

対して様式 3 を要求する権限は与えていないことになります。 

7 1 か月延長の庁料金は INR10,000 です。 

8 本ニュースレターでは「庁料金」は出願人が「企業」の場合の料金を示しています。出願人が「自

然人」、「スタートアップ」、「教育機関」の場合の庁料金は「企業」の場合の料金の 1/5 になりま

す。 
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の元で最大で 6か月延長

することが可能です9。 

どのような理由があれば

管理官が様式 3の提出を

要求することができるか

についてガイドラインは

ありません。よって、今

まで通りに FERやヒアリ

ング通知で様式 3の提出

が要求されることが考え

られます10。 

12(5) 

（追加） 

 規則 12(2)では様式 3

の提出に 3か月の期間

があり、規則 12(4)で

は様式 3の提出に 2か

月の期間があります。

この期間を 1か月単位

で最大で 3か月延長で

きる11。 

庁料金に加えて代理人費

用も発生します。延長を

慎重に行う必要がありま

す。 

この期間を規則 138の元

で最大で 6か月延長可能

です12。 

13(2A) 

（追加） 

 仮出願の明細書、本出

願の明細書、別の分割

出願の明細書に開示さ

れた複数の発明から一

つの発明について分割

出願を行うことができ

る。 

仮出願の明細書に開示さ

れた複数の発明から一つ

の発明について分割出願

を行うことができるか、

別の分割出願の明細書に

開示された複数の発明か

ら一つの発明について分

割出願を行うことができ

るかについては明確では

ありませんでした。今回

の改正で「できる」こと

が明確になりました。 

24B(1)(i) 

24B(1)(ii) 

24B(1)(iii) 

24B(1)(iv) 

（一部改

正） 

24B(1)(vi) 

（追加） 

審査請求は出願日と優

先日のうちの最も早い

日から 48か月以内に

すること。 

審査請求は出願日と優

先日のうちの最も早い

日から 31か月以内に

すること。 

2024年 3月 15日およ

びそれ以降のすべての

出願に改正後の規則が

適用される。 

2024年 3月 14日およ

びそれ以前に完了した

すべての出願には改正

これから行うインド国内

段階出願については移行

期限（優先日から 31か

月）と審査請求期限が同

じになります。 

審査請求の期限を規則

138の元で最大で 6か月

延長可能です。すなわ

ち、審査請求の期限を徒

過した場合でも 6か月以

内であれば救済されま

す。 

 
9 1 か月延長の庁料金は INR50,000 です。 

10 FER やヒアリング通知で様式 3 が要求された場合には、2 か月以内に提出する必要があります。 

11 1 か月延長の庁料金は INR10,000 です。 

12 1 か月延長の庁料金は INR50,000 です。 
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前の規則が適用され

る。 

早めに権利化を望む出願

人は早めに審査請求する

でしょうからこの改正は

必要だったかどうか疑問

です。インド政府は「特

許付与までの期間が減っ

た」ことをアピールした

いようです。 

24B(6) 

24C(11) 

（一部改

正） 

FERに対する応答期間

（拒絶理由解消期間）

は最大で 3か月延長で

きるが、延長の申請は

拒絶理由解消期間が満

期になる前にするこ

と。 

拒絶理由解消期間は 1

か月単位で最大で 3か

月延長できるが、延長

の申請は拒絶理由解消

期間の延長が可能な 3

か月が満期になる前に

すること13。 

現在の拒絶理由解消期間

は FERの発行日から 6か

月です。拒絶理由解消期

間は 1か月、2か月、3か

月の何れか一度のみ延長

できます。 

改正前は、拒絶理由解消

期間が満期になる前に延

長の申請を行う必要があ

りました。 

改正後は、拒絶理由解消

期間が満期になってもそ

の最終日から 3か月が経

過していなければ拒絶理

由解消期間を 1か月、2

か月、3か月の何れか一

度のみ延長できます。 

拒絶理由解消期間は規則

138の元で最大で 6か月

延長可能です14。 

なお、拒絶理由解消期間

は最大で 9か月延長でき

ることになり、この延長

可能期間中は査定（特許

または拒絶）は行えない

ことになります。 

29A 

（追加） 

 特許法 31条に基づき

指定された期間（グレ

ースピリオド）を援用

するための申請は、様

式 31号に、別表第 1

に定める料金15を添え

て提出しなければなら

ない。 

特許法 31条によれば特許

出願に係る発明は、所定

の行為（博覧会・学会で

発表・展示・公開）が行

われても、その最初の発

表後 12か月以内（グレー

スピリオド）に特許出願

を行った場合に限り、新

規性を失いません。 

 
13 1 か月の延長の庁費用は、INR4,000（通常審査）、INR10,000（早期審査）です。 

14 1 か月延長の庁料金は INR50,000 です。 

15 庁料金は INR2,500 です。 
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55(3) 

（全文置

換） 

付与前異議申立てがあ

った場合に、管理官は

異議申立てをもれなく

処理する。 

付与前異議申立てを維

持すべきではないと管

理官が判断した場合

に、管理官は付与前異

議申立てを却下する旨

の通知を異議申立人に

送付する。 

付与前異議申立てを維

持すべきと判断した場

合に、管理官は付与前

異議申立てがあった旨

の通知を出願人に送付

する。 

審査の遅延を狙った軽率

な付与前異議申立てによ

る出願人の負担が軽くな

ると期待されます。 

55(4) 

（一部改

正） 

付与前異議申立てにお

いて、管理官から拒絶

の通知または明細書の

補正を要求する通知を

受け取った場合に、出

願人は意見書、証拠を

3か月以内に提出す

る。 

出願人は意見書、証拠

を通知の日付から 2か

月以内に提出する16。 

付与前異議申立ての手続

きの迅速化が期待できま

すが、出願人への負担が

増えます。 

この期間を規則 138の元

で最大で 6か月延長可能

です17。 

55(5B) 

（追加） 

 付与前異議申立てを維

持すべきと判断し管理

官がその旨の通知を出

願人にした場合、その

後の処理は規則 24Cに

従って行うこと。 

規則 24Cは早期審査に関

するものです。よって、

付与前異議申立てを維持

すべきと判断した場合

に、管理官は付与前異議

申立てを早期に処理する

ことになります。 

いままでは、付与前異議

申立てがあった場合、審

査処理が大幅に遅れてい

ました。これからは早期

に処理されることが期待

できます。 

56(4) 

（一部改

正） 

 

付与後異議申立ての手

続きにおいて異議部は

異議部の見解を 3か月

以内に管理官に提出す

る。 

付与後異議申立ての手

続きにおいて異議部は

異議部の見解を 2か月

以内に管理官に提出す

ること。 

付与後異議申立ての手続

きの迅速化が期待できま

す。 

70A 

（追加） 

 管理官は発明者証明書

およびその複製を発行

することができる18。 

特許証書に出願人の名前

は記載され、発明者の氏

名が記載されていませ

ん。 

 
16 通知の日付が 2024 年 3 月 15 日かその後の日付の場合に、改正規則が適用されます。 

17 1 か月延長の庁料金は INR50,000 です。 

18 庁料金は INR900 です。 
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本来、特許証書には発明

者の氏名も記載するよう

になっています19が、実

際には記載されていませ

ん。理由は不明です。規

定通りに特許証書に発明

者の氏名も記載されてい

ればこの規則は必要なか

ったでしょう。 

なお、発明者証明書の申

請は発明者が行うことに

なっています。この申請

を代理人経由で行う場合

には委任状が必要になり

ます。 

80(3) 

（全文置

換） 

 4年以上の更新手数料

をまとめてオンライン

で前払いした場合、

10%の割引の適用。 

特許権者の特許の維持に

かかる費用負担が低減さ

れます。 

なお、累積年金の納付は

「前払い」に当たりませ

んので割引の適用はあり

ません。 

131(2) 

（全文置

換） 

国内実施報告（様式

27）は、特許が付与さ

れた会計年度20の次の

会計年度を対象に毎会

計年度分を提出する。 

国内実施報告は、特許

が付与された会計年度

の次の会計年度を対象

に 3会計年度分を一括

して提出する。 

例えば、特許が（会計）

年度 2023-2421に付与され

た場合、2024-25年度

分、2025-26年度分、

2026-27年度分の国内実

施報告を一括して222027

年の 4月 1日～2027年 9

月 30日の間に提出しま

す。 

この期間を 1か月単位で

最大で 3か月延長できま

す23。さらに、この期間

を規則 138の元で最大で

6か月延長可能です24。 

国内実施報告の負担がか

なり軽減されます。 

 
19 規則 74 および別表第 3 (The Third Schedule)。 

20 インドの会計年度は日本と同様に 4 月１日から始まり、翌年の 3 月 31 に終わります。 

21 インドでいう会計年度 2023-24 とは 2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日の会計年度です。日本で

は会計年度 2023 年となります。 

22 「一括」とは 3 年度分の国内実施報告に一つの FORM27 を用いるという意味です。 

23 1 か月の延長の庁費用は INR10,000 です。 

24 1 か月延長の庁料金は INR50,000 です。 
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しかしながら実務および

管理が複雑になりまし

た。 

137(2) 

（追加） 

期限の延長が明確に規

定されていない処理に

関して管理官の裁量に

より 1か月可能。 

管理官の裁量で期限の

延長ができない処理が

明確にされました。 

特に延長の規定がない期

間・期限についてこれま

では規則 137の元で管理

官の裁量で期間・期限の

延長が可能でした。今回

の改正により、管理官の

裁量で延長できない期

間・期限が規定されまし

た。具体的に、以下の期

間・期限は管理官の裁量

で延長はできません。 

i. 特許法 8条(1)の情

報を提出する期限

（3か月）の更なる

延長 

ii. インド国内段階出

願の移行期限（優

先日（出願日）か

ら 31か月）および

国際明細書の英訳

を提出する期限

（優先日（出願

日）から 31か月） 

iii. インド国内段階出

願に関して優先権

証明書とその英訳

を提出する期限

（優先日から 31か

月）25 

iv. 審査請求期限（優

先日（出願日）か

ら 31か月） 

v. 拒絶理由解消期間

（FER発行日から 6

か月）の 3か月以

上の延長 

vi. 異議申立ての手続

きにおいて出願人

 
25 インド国内段階出願を行う場合、優先権証明書の英訳と翻訳者宣誓書を移行期限（優先日から 31

か月）までに提出する必要があります（規則 21(1)）。今回の規則改正によりこの期間（優先日から

31 か月）は管理官の裁量で延長できないことが規定されました。なお、優先権証明書の英訳と翻訳者

宣誓書を移行期限までに提出していない場合、管理官から要求があった場合にその要求日から 3 か月

以内に提出することができます（規則 21(3)）。 
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が意見書、証拠を

提出する期限（2か

月）の延長 

vii. 更新手数料の納付

期限の延長（6か

月）の更なる延長 

viii. 管理官の指示や指

令を再検討する要

求の延長期限（1か

月）の更なる延長 

ix. 国内実施報告の提

出期限の延長（3か

月）の更なる延長 

138 

（全文置

換） 

所定の期間・期限は管

理官の裁量により 1か

月延長可能。 

所定の期間・期限（例

えば、移行期間、審査

請求期限）の延長は不

可。 

特許規則で規定されて

いるどの期間・期限も

最大で 6か月延長でき

る26。 

庁料金を納付するだけで

どの期間・期限も 6か月

間自由に延長できるよう

になります。延長の申請

はこの 6か月の期間の満

了の前に行う必要があり

ます。 

料金表 

（一部改

正） 

 付与前異議申立てを行

う場合、庁料金が設定

された27。 

 

 付与後異議申立てを行

う場合の庁料金が倍増

された28。 

 

 特許法 28条にもとづ

いて真の発明者を追加

する場合の庁料金が改

正された。 

 

 特許法 63条に基づい

て特許権を放棄する場

合の庁料金が無料にな

った。 

 

 特許法 54条に基づく

追加事項の出願の庁料

金が通常の出願の半

額。 

追加事項の出願がしやく

なります。 

様式 1  出願の種類として

「PPH」が追加され

た。 

日印 PPH試行プログラム

はストップしており、イ

ンド特許庁はどこかの国

と PPHを結ぶ予定でしょ

うか？ 

 
26 1 か月の延長にかかる庁料金は INR50,000 です。 

27 庁料金は INR20,000 です。 

28 庁料金は INR40,000 です。 
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 出願人および発明者の

年齢および性別を記載

する欄が追加された。 

出願人および発明者の年

齢および性別の記載は任

意です。 

様式 3  「特許付与日」が「査

定日」に置き換えられ

た。 

 

査定日は登録も拒絶も含

みますので、外国の特許

庁が出願を拒絶した日も

記載する必要がありま

す。 

例えば、日本でいう「拒

絶査定」がこれに当たり

ます。 

様式 8A  発明者証明書の申請  

様式 27 特許によって得た収益

を記載する必要があり

ました。 

特許によって得た収益

を記載する欄が省略さ

れた。 

インド国内で実施して

いるか否かを YESか

NOで回答する。 

実施していない場合、

用意された理由のうち

一つにチェックを入れ

る。 

他者へライセンスする

意思があるかについて

YESか NOで回答す

る。意思がある場合に

は連絡先の電話番号や

メールアドレスを記載

する。 

FORM27の記載が簡単にな

り、特許権者やライセン

シーの負担が大幅に軽減

されます。 

様式 31  特許法 31条にもとづ

いてグレースピリオド

を求める場合の様式 

 

 

------------------------------------------以上------------------------------------ 

 


